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ベトナム： 2020 年環境保護法(Part 2) 
執筆者：Vu Le Bang、Dinh Thi Hien Ly 

 

 2020 年 11 月 17 日、ベトナム国会は環境保護法(72/2020/QH14、以下「新法」という。)を可決し、2014 年環境保護法(以下「現

行法」という。)を改正した。新法は、一定の例外を除き、2022 年 1 月 1 日から施行される。 

 「ベトナム: 2020 年環境保護法(Part 1)」の記事に続き、この Part 2 では、環境許可、環境に関する損害の賠償における因果関

係、居住区域からの安全距離、環境監査、オゾン層保護に関する事項を取り上げる。 

 

1. 環境許可 

 

 新法は、現行法が規定する個別の許認可の内容を統合・改正し、統合された環境許可制度を導入する。1 

 統合された環境許可制度は、企業が、投資プロジェクト又は施設の種類及び特性に応じて、各特定の投資プロジェクト又は施設

について、一つの統合された環境許可を 1 つの当局のみに申請することを可能にする。これは、現行法の下では、当該許可の種

類及び関連する投資プロジェクト又は施設の特性に応じて、個別の許認可が、異なる当局によって発行されることがあるのとは対

照的である。 

 新法施行日以前に稼動している生産、事業及びサービス施設・区域並びに産業クラスターについては、新法施行日から 36 ヶ月

以内に統合された環境許可証を取得しなければならない。もっとも、現行法に基づき、個別の許認可 2を取得している場合、当該

許認可の有効期限が失効するまで、あるいは、当該許認可が無期限の場合には、新法施行日から 5 年間、その許認可は、継続

して使用することができる。 

 統合された環境許可は、発行する当局及び対象プロジェクト/施設の所有者が、それぞれ電子ポータル及び情報サイトその他

の手段で公表しなければならない。ただし、企業秘密又は国家秘密を構成する内容については、例外とされている。 

 

                                                   
1 環境保全工事完了証、生産資材としての利用のためのスクラップ輸入における環境保全適格証、有害廃棄物処分許可証、有害廃棄物発生源の

所有者登録証、産業排出許可証、廃水排出許可証、及び潅漑工事への廃水排出許可証がある。 
2  例えば、環境保全工事完了証、環境基準適合証、生産資材としての利用のためのスクラップ輸入における環境保全適格証、有害廃棄物処分許可

証、廃水排出許可証、又は潅漑工事への廃水排出許可証。 
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2. 損害賠償における因果関係の反証義務 

 

 現行法及びその関連する規則の下では、環境紛争の場合、原告が、その申し立てた違反行為と、その行為により発生する損害

との間の因果関係を立証する責任を負う。もっとも、原告は、通常、違反行為により最も影響を受ける一般市民又は地域団体で

あるものの、その因果関係を立証するための適切な手段を有していないことが多い。 

 上記を踏まえ、新法は、裁判所において申立てがなされた損害賠償請求を解決するため、被告が、申し立てられた違反行為と

原告が被った損害との間に因果関係が存在しないことを立証する責任を負うこととした。これは、これまで環境汚染の被害者が、

訴訟において、その被った損害についての請求を追求することを妨げてきた現実的な障壁を取り除くことを目的としている。 

 

3. 居住区域からの安全な距離の確保 

 

 新法は、居住区域から一定の距離を確保しなければならない生産、事業及びサービス施設・倉庫を決定する際の原則及び要件

を規定している。かかる施設及び倉庫の要件は、以下の通りである。 

 

- 引火性又は爆発性のある物質を取り扱い、又は貯蔵する 

- 放射性物質、放射性廃棄物又は放射線装置を含む 

- 人その他の生物に有害な物質を取り扱い、又は貯蔵する 

- 人の健康に悪影響を及ぼす粉じん、不快なにおい又は騒音を発散するおそれがある 

- 水源を汚染するおそれがある 

 

 上記の要件は、現行法に規定されている要件と実質的に同様である。しかし、新法では、省レベルの人民委員会が、関連する

省で運営されており、安全距離要件の対象となるものの、当該要件を満たしていない施設や倉庫に適用される、安全距離要件の

実施に関するロードマップを公表しなければならないと規定している。 

 

4. 環境監査 

 

 環境監査は新法において初めて導入された。環境監査は、被監査企業の生産、事業及びサービス施設に関する環境管理及び

汚染管理の効率性を体系的かつ包括的にレビュー及び評価するものである。 

 環境監査では、①エネルギー、化学物質、原材料及び生産資材としての利用のために輸入されるスクラップの使用、及び、②汚

染管理、廃棄物管理をその主な対象としている。独立した監査法人が環境監査の実施に従事する場合もあれば、天然資源環境

省の定める自主監査活動のための技術指導に従い、自主環境監査が実施される場合もある。新法では、生産、事業及びサービ

ス施設に対して、環境監査を行うことを奨励するが、義務ではない。 

 

5. オゾン層保護 

 

 オゾン層の保護やその他の気候変動更全般について、新法は、現行法に比べてより詳細な規則を定め、気候変動への適応や

温室効果ガスの排出削減について、首相、天然資源環境省、関係省庁及び地方当局の責務を明らかにしている。 

 新法下のこのような規定は、現行法の下では不明瞭かつ効果的ではない一般的な規定を改正して、気候変動への適応を促進

し、温室効果ガス排出量を削減する政策の実施を促進することを意図しており、気候変動及び温室効果ガス排出への適応に関

連して企業に追加的な義務を課す可能性がある。このような追加的義務は、現在起草中の新法の下位法令において詳細に規定

される。 

 また、温室効果ガスの排出削減及びオゾン層保護のため、新法は、新たに温室効果ガス排出枠と炭素クレジットの交換及び相

殺のメカニズムを有する国内の炭素市場について規定する。 
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監修者 
本ニューズレターの内容に関するお問い合わせにつきましては、こちらの E-mail にお寄せください。 

na_vnnl@eml.nishimura.com  
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西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士 ハノイ事務所代表 

 

新規進出、事業提携、企業買収等日本とアジア新興国との間の国際取引を中心として、日系企業の案件に幅広く携

わる。2004年東京大学法学部卒業、2006年弁護士登録。2010年から2012年まで証券取引等監視委員会開示検査

課に、2012年から2013年まで金融庁検査局に出向。2014年バージニア大学ロースクール卒業(LL.M.) 、ベトナム外

国弁護士登録後、2014年8月より当事務所ホーチミン事務所にて勤務開始。2021年より、ハノイ事務所代表。 
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西村あさひ法律事務所 ホーチミン事務所 パートナー 

 

ホーチミン事務所のベトナムパートナーとしてベトナムプラクティスを主導。インバウンド投資案件、一般企業法務、

M&A、コンプライアンス、不動産および建設、労働法務に精通している。キャピタルマーケッツ、プロジェクトファイナ

ンス、インフラ、エネルギー案件にも多数関与。 

ソウル、ホーチミンシティのロゴス法律事務所および多国籍企業での執務経験を有する。 

2007 年にベトナム社会主義共和国弁護士登録。 
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西村あさひ法律事務所 ホーチミン事務所 パートナー 

 

ホーチミン事務所のベトナムパートナーとしてベトナムプラクティスを主導。国営企業への戦略投資ほかM&A分野に

おける豊富な経験を有するほか、規制が厳しい業種である銀行、製薬、不動産、エネルギー分野における M&A そ

の他取引にも多数関与。 

Mayer Brown JSM(ベトナム)や Allens Arthur Robinson(ベトナム)での執務経験を有する。 

2008 年にベトナム社会主義共和国弁護士登録。 

 

 

mailto:na_vnnl@eml.nishimura.com
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当事務所のアジアプラクティスは、日本とベトナム、インドネシア、シンガポール、フィリピン、タイ、マレーシア、ラオス、カンボジア、ミャンマー、イン

ド、中国、台湾、香港、韓国等を含むアジア諸国との間の、国際取引を幅広く取り扱っております。例えば、一般企業法務、企業買収、エネルギー・天然資源関

連、大型インフラ、プロジェクト・ファイナンス、知的財産権、紛争処理、進出および撤退等の取引について、同地域において執務経験のある弁護士が中心とな

り、同地域のビジネスおよび法律実務を熟知した、実践的なリーガルサービスの提供を行っております。本ニューズレターは、クライアントの皆様のニーズに即

応すべく、同地域に関する最新の情報を発信することを目的として発行しているものです。 
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